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○ 大学の概要  

 
(１) 現況（平成 28 年度末現在） 
 

① 大学名：国立大学法人広島大学 
 
② 所在地 
  ○本部：広島県東広島市鏡山 
  ○キャンパス：東広島キャンパス 広島県東広島市鏡山 
         霞キャンパス   広島県広島市南区霞 
         東千田キャンパス 広島県広島市中区東千田町 
 
③ 役員の状況 
   学長名：越智 光夫（平成 27 年４月１日～） 
   理事数：７人 
   監事数：２人（うち非常勤１人） 
 
④ 学部等の構成 
  ○学術院 
 

○教育本部 
 
  ○学部：11 学部 
    総合科学部，文学部，教育学部，法学部，経済学部，理学部，医学部， 
    歯学部，薬学部，工学部，生物生産学部 
 
   ・生物生産学部附属練習船豊潮丸※ 
 
  ○研究科：11 研究科 
    総合科学研究科，文学研究科，教育学研究科，社会科学研究科， 
    理学研究科，先端物質科学研究科，医歯薬保健学研究科，工学研究科， 
    生物圏科学研究科，国際協力研究科，法務研究科 
 
   ・生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター 
    西条ステーション（農場）※ 
   ・生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター 
    竹原ステーション（水産実験所）※ 
 

○研究院：２研究院 
   医歯薬保健学研究院，工学研究院 

 
○専攻科：１専攻科 
  特別支援教育特別専攻科 

 
○附置研究所：１研究所 
  原爆放射線医科学研究所※ 

 
○病院 

 
○図書館 
 
○全国共同利用施設：１施設 
  放射光科学研究センター※ 
 
○中国・四国地区国立大学共同利用施設：１施設 
  西条共同研修センター 
 
○学内共同教育研究施設等：23 施設 
  ナノデバイス・バイオ融合科学研究所※，高等教育研究開発センター， 
  情報メディア教育研究センター，自然科学研究支援開発センター， 
  国際センター，産学・地域連携センター，教育開発国際協力研究センター， 
  保健管理センター，平和科学研究センター，環境安全センター， 
  総合博物館，北京研究センター，宇宙科学センター， 
  外国語教育研究センター，文書館，スポーツ科学センター， 
  HiSIM 研究センター，先進機能物質研究センター， 

現代インド研究センター， 
サステナブル・ディベロップメント実践研究センター， 

  ダイバーシティ研究センター，両生類研究センター，ハラスメント相談室 
 
 ○附属学校：11 学校・園 
   附属幼稚園，附属三原幼稚園， 
   附属小学校，附属東雲小学校，附属三原小学校， 
   附属中学校，附属東雲中学校，附属三原中学校，附属福山中学校， 
   附属高等学校，附属福山高等学校 
 
※は，共同利用・共同研究拠点又は教育関係共同利用拠点に認定された施設 
を示す。 
 
⑤ 学生数及び教職員数（平成 28 年５月１日現在） 
  ○学生数：学部   10,942 人（うち留学生数   66 人） 
       大学院  4,350 人（うち留学生数  939 人） 

（法科大学院，教職大学院を含む。） 
       専攻科    18 人 
       附属学校 3,863 人 
 
  ○教員数及び職員数：教員 1,949 人（うち附属学校教員 220 人） 
            職員 1,680 人 
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(２) 大学の基本的な目標等 
 
１ 理念 
  「自由で平和な一つの大学」という建学の精神を継承し，平和を希求する精神，

新たなる知の創造，豊かな人間性を培う教育，地域社会・国際社会との共存，絶
えざる自己変革，という理念５原則の下に，国立大学である広島大学に課せられ
た使命を果たす。 

 
２ 基本方針 
  広島大学は世界最初の被爆地である国際平和文化都市ヒロシマの総合研究大

学として，国際水準の教育研究の展開に向けて，研究大学強化促進事業やスーパ 
ーグローバル大学創成支援事業（トップ型）なども包含する「広島大学改革構想」
を着実に実行し，徹底した「大学改革」と「国際化」を推進し，今後，10 年以内
に世界大学ランキングトップ 100 に入る総合研究大学を目指す。 

さらに，本学の特長や強みを伸ばすとともに，時代や社会の要請に応えて，日
本を代表し世界をリードするナショナルセンターとしての機能と，中国・四国地
方のリージョナルセンターとしての機能を果たし，「100 年後にも世界で光り輝
く大学」となることを目指す。併せて，本学の伝統と実績を活かした教養教育を
根幹に「平和を希求する国際的教養人」の養成を行うとともに，世界トップレベ
ルの研究に裏打ちされた国際的に通用する専門教育を提供し，世界や地域社会で
活躍できる人材の養成を行う。 

研究については，研究大学強化促進事業等を活用して，第２期中期目標期間よ
り取り組んできた研究拠点の構築や研究環境の整備等の重点支援を進め，自由で
独創性の高い研究を推進し，世界トップレベルの研究を展開する。本学の強みで
ある教育学，物性物理，宇宙科学，機能性材料創製，半導体・ナノテクノロジー，
バイオテクノロジーなどの分野において質の高い先端研究を発展させる。また，
原爆の惨禍から復興を支えてきた大学として放射線災害に係る医療に関する研
究拠点を発展させるとともに，再生医療，肝疾患や脳科学研究の質の高い先端研
究を発展させる。 

教育については，スーパーグローバル大学創成支援事業等を活用して，第２期
中期目標期間に策定した「広島大学改革構想」を具体的に実施していくことによ
り，国際通用性の高い教育を提供し，人類が直面する予測不能な種々の課題を解
決することのできる教養と専門的知識及び能力を有し，平和を希求するグローバ
ル人材を養成する。また，教育の国際標準化及び質の向上を図るため，教育の内
部評価システムを充実させ，評価に基づき改善を行うとともに，国際大学間コン
ソーシアム（SERU）による外部評価を受審する。 

社会貢献については，革新的イノベーション創出プログラムや科学技術人材育
成のコンソーシアムの構築事業等を活用し，第２期中期目標期間より取り組んで
きた地域に集積する輸送機器や機械分野等の産業界及び広島県を中心とする地
域社会との連携の高度化に向けた取組を重点的に進め，国際競争力の向上やイノ
ベーション創出等に貢献する。また，グローバル指向が強い広島県地域の要請に
応えて，地（知）の拠点整備事業や本学独自の地域貢献事業等も活用して，地域
を志向した教育・研究を推進することでグローバルにも活躍できる人材を養成
し，地方の創生・活性化に貢献する。 

 
 
 
 
 

 
 
大学運営については，教育，研究，社会貢献の機能を最大限に発揮できるよう

に，ガバナンス体制を恒常的に見直しつつ，学長のリーダーシップの下で経営基
盤を強化し，本学の教育や研究面でのパフォーマンスをモニターする独自の目標 
達成型重要業績指標（AKPI®）等や IR（インスティテューショナル・リサーチ：
大学における諸活動に関する情報の収集・分析）機能を活用した分析を基に本学
の強みや特色を活かす戦略的なマネジメントを行う。 

   
 

(３) 大学の機構図 
  Ｐ.４，５を参照。 
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ủ ⌂  

 

  

 

広島大学は，建学の精神「自由で平和な一つの大学」に則り，教育，研究，医療及び

社会貢献の活動を通じて，多様性を育み自由で平和な国際社会の構築に貢献している。

平成28事業年度においては，第３期中期目標期間の初年度として，100年後にも世界で

光り輝く大学としての責務を果たすべく，第３期中期目標期間の目標の達成に向け，計

画を順調に実施するとともに，研究大学強化促進事業(RU)及びスーパーグローバル大学

創成支援事業(SGU)（タイプA（トップ型））を進める大学として，教育の国際化と研究

力の強化を推進した。 

 大学の教育研究力強化に向けて，重要な知的資源である教員の諸活動を大学の資源と

して捉え，限られた資源の中で最大のパフォーマンスを発揮することを目的として，教

員組織を教育研究組織から分離の上，全学一元化した教員組織である学術院を設置し，

全ての教員は，部局等の所属から学術院所属となった。 

 さらに，教員の人件費管理をこれまでの部局等単位から，学長のリーダーシップによ

る全学一元管理へ移行し，全学的な視点から学部や研究科等の教育研究の機能強化のた

めの教員人事が可能となった。 

 また，全学一元管理を効率的に実施するため，学長の下に「全学人事委員会」を設置

し，教員配置等の検討を行い，その結果を踏まえ人員配置から候補者選考まで役員会の

議を経て決定している。 

 全学人事委員会では，本学独自の，目標達成型重要業績指標（AKPI®）と教員エフォ

ート指標（BKPI®）等を用い，教育研究組織の枠を超えた全学的視点からの戦略的・計

画的な人員配置を検討するとともに，候補者の選考結果が適切かどうかの検証を行って

いる。 

 全学一元化した教員組織を設置している国立大学は他にもあるが，教員人事に関し，

全学一元管理を行う全学人事委員会を設置し，さらに，AKPI®等を参考とした戦略的な

人事を行っているのは，本学が最初である。 

 

１．教育研究等の質の向上の状況
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② 教育の質の向上に関する取組  

ⅰ）到達目標型教育プログラムの改善・充実【計画番号 12】 

平成 18 年度から導入した到達目標型教育プログラムについて，平成 28 年度は，ウ

ェブサイト（広島大学学生情報の森「もみじ」）に学習到達状況を視覚的に示すレー

ダーチャート表示機能を実装し，学生自身による振り返りへの活用や教職員の学生指

導に活用している。 

 

ⅱ）教育の質の改善・向上を図るための自己点検・評価システムの改善【計画番号

12】 

戦略性が高く,意欲的な目標・計画の状況 P.23，24 を参照。 

 

ⅲ）教育の国際質保証（SERU 学生調査の実施）【計画番号 12】 

戦略性が高く,意欲的な目標・計画の状況 P.23，24 を参照。 

 

ⅳ）３階層 TA 制度の導入【計画番号 13】 

平成 28 年度から新 TA 制度「HIRODAI TA」を導入した。「HIRODAI TA」では，活動

内容や求められる資質・能力により TA を，フェニックス・ティーチング・アシスタ

ント（PTA），クォリファイド・ティーチング・アシスタント（QTA），ティーチング・

フェロー（TF）の３階層に分けた。３階層の各レベルに合わせて段階的な業務を担当

する。PTA は授業の補助業務のみ担当し，QTA はさらにディスカッションのファシリ

テートや実験時のデモンストレーション等の補助的授業指導も担当し，TF は PTA 及

び QTA の業務に加えて教員の監督の下で授業を担当する。資格取得の要件として，QTA

は研修会の受講を，TF は QTA の業務経験と授業科目「大学教員養成講座」を履修し

単位を修得することを課している。 

平成 28 年度に QTA 資格取得研修会を 10 回開催しており，QTA 資格を 1,803 人が，

TF 資格を 22 人が取得している。特に，TF については，平成 28 年度第４タームに試

行的に２人採用した。「HIRODAI TA」は，こうした研修や業務を通して，専門分野の

知識体系を俯瞰する力や，教育活動への深い理解と学習支援方法を身に付けさせる制

度で，自立した教育者としても活動できる大学院学生の育成を目指して，教育の充実

TF
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④ 入学者選抜の改善 

ⅰ）国際バカロレア入試の導入【計画番号 18】 

平成29年度学部入試（平成28年度実施）から，語学力，コミュニケーション能力，

国際理解，論理的思考力，主体的学習態度等を養うことを目標とする国際バカロレア

（IB）資格取得者を対象とした入試を10学部で導入し，本学のグローバル化を推進し

た。医学部（１人）及び薬学部（１人）で国際バカロレア（IB）資格取得者が受験し

た。 

 

ⅱ）学部入試における英語外部検定試験の活用【計画番号 18】 

戦略性が高く,意欲的な目標・計画の状況 P.25 を参照。 

 

ⅲ）インターネット出願システムの拡充【計画番号 19】 

戦略性が高く,意欲的な目標・計画の状況 P.25 を参照。 

 

（２）研究に関する状況 

① 世界的な研究拠点への展開 

ⅰ）多様な研究拠点を継続的に創出・育成【計画番号 21】 

平成 25 年度から，基礎研究からイノベーション創出まで多様な研究を継続的に創

生し，本学の研究力の中核として発展するよう，選定と評価を通じて分野間連携・融

合や学際研究を促進するための世界的研究拠点形成システムを学内に整備している。

このシステムは，明確な目標を掲げ，世界トップレベルの研究活動を展開できるイン

キュベーション研究拠点を学内公募・選定し，戦略的に組織する自立した研究拠点へ

と成長していくための重点支援を行うシステムである。 

平成 28 年度は，インキュベーション研究拠点を４拠点新たに選定し 16 拠点となっ

た。また，自立型研究拠点を２拠点新たに選定し７拠点となった。総合研究大学の特

長を活かし、人文社会系と医理工農系で多様な研究拠点を継続的に創出・育成し，世

界的な研究拠点として活発な研究活動を展開するために，各拠点への資源の重点的か

つ戦略的な配分を実施した。 

 

ⅱ）国際研究ネットワークの拡充【計画番号 21】 

海外大学等との包括協定締結に積極的に取り組み，平成 28 年度は大学間協定を 66

件（累計 244 件），部局間協定を 33 件（累計 375 件）新たに締結し，国際共同研究

や国際共著論文の増加に繋げるための国際研究ネットワークを拡充した。 

 

 

また，「海外大学協定校とのワークショップ」，「広島大学知のフォーラム（ノ

ーベル賞受賞学者の招待講演）」を開催し，国内外のトップクラス研究者の招聘

による研究交流の機会を設けた。 

 

ⅲ）全学一元化した教員組織への改編【計画番号 22】 

戦略性が高く,意欲的な目標・計画の状況 P.25，26 を参照。 

 

ⅳ）国際共著論文数等の増加【計画番号 22】 

戦略性が高く,意欲的な目標・計画の状況 P.25，26 を参照。 

 

ⅴ）新たな研究活動評価手法を活用した戦略的重点化の実施【計画番号 23】 

戦略性が高く,意欲的な目標・計画の状況 P.26 を参照。 

 

② 研究支援及び研究
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ⅳ）地（知）の拠点大学として地方創生の推進【計画番号 28】 

平成 25 年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業（COC）」に採択された「平和共

存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」事業について，事業終了年度（平成 30

年度）以降に向け，体制の再構築を行った。人材育成においては，本事業で育成する

人材を「ひろしま平和共生リーダー」とし，平成 29 年度に教養教育科目のひとつで

ある「平和科目」の講義として，「ひろしま平和共生リーダー概論」を開講するとと

もに，゙ 教育プログラム 「゙ひろしま平和共生リーダー育成特定プログラム（仮称）」

の平成 30 年度開講に向けて，検討を進めた。 

また，平成 28 年 12 月に COC 事業の成果を発信するシンポジウム（参加人数：59

人）を開催した。 

さらに，本事業の継続実施に向け，公益財団法人広島平和文化センター（広島平和

記念資料館）との連携活動を深めるため，平成 28 年 12 月に包括的連携協定を締結し

た。 

 

ⅴ）広島大学フェニックス協力会の活動を拡大【計画番号 28】 

地域社会，特に地域産業界への更なる貢献を目的として，平成 22 年 11 月に設立し

た広島大学フェニックス協力会の事業として，平成 28 年度に次の２事業を加えた。 

・テーマを決めて学際的で自由なディスカッションを行う「フェニックス・サロン」

を隔月で開催。平成 28 年度は，国シリーズとし，ミャンマー，インド，タイ，イ

ンドネシアをテーマに実施した。 

・学び直しの機会を提供する「リフレッシュ講座」を開催。平成 28 年度は，材料力

学，流体力学，商品企画をテーマに実施した。 

さらに，企業内研修やリクルート支援などのサービスメニューや金融機関と連携し

た地域企業の課題解決等により，会員数が 44（平成 22 年度）から 157（平成 28 年度）

に増加し，会員企業との共同研究も 53 件（平成 28 年度）実施した。 

 

 

ⅵ）包括的連携協定の締結及び「共同研究講座」制度の拡充【計画番号 28】 

「組織」対「組織」による産学連携を推進するため，包括的連携協定の締結，

「共同研究講座」を拡充した。平成 28 年度は，新たに 11 件の包括連携協定を締

結し，特に企業との協定締結（６件）を積極的に進めた。特にマツダ株式会社と

は，３件の共同研究講座(研究室)，１件の寄附講座を開設するとともに，「ひろ

しま自動車産学官連携推進会議」の活動に参加し，自動車を中心とした産学官連

携をマツダ株式会社，中国経済産業局，広島県，ひろしま産業技術振興機構，広

島市との６団体で活動中である。また，JFE スチール株式会社とは，包括連携協

定をもとにした共同研究を進め，特にスラグによる環境改善研究に関しては，平

成 27 年度「第 12 回エコプロダクツ大賞 農林水産大臣賞」受賞に続き，平成 28

年度「第 26 回日経地球環境技術賞 優秀賞」を受賞，さらに JFE スチール株式

会社が平成 28 年度広島大学学長表彰を受けるなど，協定を軸に関係がさらに深

化している。「共同研究講座」は，平成 28 年度新たに３講座を設置し，合計５

講座が活動〔平成 29 年５月１日現在：合計７講座（平成 29 年度に新たに２講座

設置）〕している。産学協同の研究拠点を大学内に長期的に確保し，「組織」対

「組織」による大型の共同研究を進めることで，研究活動のさらなる活性化を図

り，研究成果の実装を進め，イノベーション創出に取り組んでいる。 

 

ⅶ）「広島リサーチコンプレックス」の構築【計画番号28】 

広島地域の大学，研究機関，企業，自治体等がそれぞれの活動を融合させ，世

界の注目を集める研究開発，成果の事業化，人材育成を一体的に実施するための，

広島リサーチコンプレックス協議会を平成 29年２月 27日に設立し，地域の大学，

研究機関，行政機関，企業等 26 機関の参加による同協議会総会を開催した。本

協議会で，オープンイノベーションの場の形成やリサーチコンプレックスに備え

る機能等を産学官が一体となって議論していくことを決定した。 
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（６）病院に関する状況 

① 教育・研究機能の向上のための取組 

ⅰ）海外機関との国際交流の推進【計画番号 36】 

ネパールのアンナプルナ脳神経科学研究所及びオーストラリアのシドニー大学健

康科学部と部局間交流協定を締結し，教職員の相互訪問や研修生等の受入れ及び派遣

を行うなど，海外機関との国際交流を推進した。 

 

ⅱ）世界最高水準の放射線治療チームの育成【計画番号 37】 

  世界最高水準の放射線治療を提供できるグローバル人材（放射線治療チーム）の育

成と地域及びアジア近隣諸国に展開するプログラムを構築するため，放射線治療技術

の均てん化のための教育プログラムの作成に向け，先進放射線治療施設への訪問調査

を行ったほか，放射線治療地域医療連携システムの構築に向け，東北がんネットワー

ク加盟病院を視察し，情報収集を行った。 

また，放射線治療ワークフローにおける職種間相互理解の仕組みを構築し，多職種

連携を図るため，造影剤ショック時のシミュレーションを行ったほか，オンコロジー

ミーティングや放射線治療におけるチーム医療をテーマに学内研究会を開催した。 

 

ⅲ）未来型グローバル医療人の育成【計画番号 37】 

次世代医療を地域医療にシームレスに移行し実践できる未来型グローバル医療人

を育成するため，平成 28 年 10 月に未来型グローバル医療人育成プログラム管理室を

整備するとともに，平成 29 年１月に未来型グローバル医療人育成センターを設置し

た。 

また，本学関連医療施設及び海外施設とのネットワークの構築とその活用による人

材育成プログラムの作成に向け，関連施設会議を開催するとともに，海外施設との提

携準備を行った。 

 

 

ⅳ）原子力災害医療に対応できる人材の育成【計画番号37】 

高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療・総合支援センターとして，

原子力災害医療に対応できる人材を育成するため，看護師，診療放射線技師を専

門セミナー等に参加させた。 

 

ⅴ）パラリンピック・アスリートへの支援【計画番号 38】 

  2020 年のオリンピック・パラリンピックに向けて，スポーツ医科学センターを

中心に，世界トップレベルの障がい者アスリート（パラアスリート）への支援及

び多職種連携によるマルチサポート体制構築のため，障がい者スポーツでのパフ

ォーマンス向上や障害予防に関する研究を発展させ，スポーツ現場への実用化を

目指して共同研究等を実施するとともに，学会等で発表した。 

また，産学官の連携を通して障がい者スポーツによる新たな共生社会の創生に

関する取組，人材育成など相互の協力に基づき，得られた成果を広く社会に還

元・貢献することを目的に，平成 28 年 10 月に広島大学，広島県，広島県障害者

スポーツ協会及び特定非営利活動法人STANDの４者による障害者スポーツ分野に

おける連携協力に関する協定を締結した。 
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③ 継続的・安定的な
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（８）共同利用・共同研究拠点に関する
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放射光科学研究センター 

① 拠点としての取組や成果（共同利用・共同研究体制を強化する取組や拠点の意義に

即した取組を含む。）【計画番号27】 

ⅰ）共同研究課題の公募を年１回（１月）から年２回（１月と７月）とし，利用者の

利便性向上を図った結果，共同研究課題採択数が平成 27 年度の 103 件（うち 23 件は

海外研究機関との国際共同研究）から 120 件（26 件）へと着実に増加した。利用者

数（実人数）も 198 人から 240 人に増加した。 

 

ⅱ）インパクトファクター（IF）が７以上の公表論文が，平成 28 年度は，Nature 

Communications (IF=11.3)が４編，Phys. Rev. Lett.（IF=7.6）が３編となり，平成

27 年度に比べ３編の増となった。 

電子スピンを従来の 100 倍の効率で検出する高効率スピン分解光電子分光装置を

用いて，近藤絶縁体として知られるイッテルビウム化合物（YbB12）にスピン偏極した

表面状態が存在することを初めて観測し，この物質がトポロジカル近藤絶縁体である

ことを発見した。（平成 28 年８月 31 日にプレスリリース） 

 

ⅲ）新たに４機関（Diamond 放射光施設（英国），上海科学技術大学（中国），セン

ト・アンドリュース大学 (英国)，基礎科学研究院（韓国））との国際共同研究を推

進し，国際共同研究ネットワークが 56 機関に拡大した。 

 

ⅳ）拠点の研究機能強化を積極的に進めるため，研究組織の改組，教員の配置（准教

授２，助教２及び平成 29 年度分として教授１，准教授１，助教１）及び学長裁量経

費で放射光高周波電源を更新した。 

 

ⅴ）若手研究人材の自立支援・流動化のため，助教の英国 Diamond 放射光施設への転

出とともに，同施設のビームライン責任者を外国人研究員として半年間招聘し，大学

院学生への英語による講義（４回）を実施した。 

また，インド政府からの研究者を外国人客員研究員として受け入れ，磁性不純物が

トポロジカル絶縁体の表面電子状態に与える影響に関する研究を支援した。 

 

 

ⅵ）岡山大学大学院自然科学研究科との部局間協定のもとで両大学の教員が協力

し，放射光ビームラインを活用した「放射光科学院生実験」（本学理学研究科の

カリキュラム）を実施した（受講生：広島大学８人，岡山大学 10 人）。 

 

ⅶ）高大連携活動による施設見学として，スーパーサイエンスハイスクール，本

学グローバルサイエンスキャンパス事業，さくらサイエンス事業による海外学生

の見学など，年間約 900 人の生徒を受け入れた。 

 

ⅷ）ウェブサイトの大幅な改訂を行い，センター利用者の共同研究申請・来所手

続き情報へのアクセシビリティを格段に高めた。 

また，英語のページを拡充し，外国人研究者に共同研究手続を分かりやすく説

明し，国際共同研究の増進を図った（平成 28 年 10 月～平成 29 年３月：アクセ

ス総数 8,300 回，14％が海外（主に米国，ロシア，英国））。 

さらに，研究成果の解説，新聞報道，論文リストなどの項目を設け，時機をと

らえて研究者のみならず，社会へもわかりやすく情報を発信した。 

 

② 放射光科学研究センター独自の取組や成果【計画番号27】 

ⅰ）異分野融合研究の推進 

本センターの実績をもとに，放射光を用いた物性計測技術と生命科学の異分野

融合研究を，柱のひとつとして育成していくために体制を整備（准教授１人,助

教１人を国際公募により新たに採用）し,国立研究開発法人量子科学技術研究開

発機構等との共同研究（平成 28 年度実績：６件）を開始した。生体物質の立体

構造解析に革新をもたらし，アルツハイマー原因物質の解明や創薬などの分野へ

の発展を目指している。 

 

ⅱ）スピン物性研究の推進 

現在運用している，高効率スピン分解光電子分光装置のさらに 1,000 倍以上の

高効率でスピン検出を行うことが可能な「マルチチャンネルスピン検出器の開

発」を，マインツ大学(ドイツ)及び中国科学院との国際共同研究により推進した。 

また，平成 28 年度から具体的な装置の整備を科学研究費基盤研究(A)を利用し

て開始した。 

このことにより，従来よりも格段に高い分解能で微小結晶などのスピン電子状

態が観測可能となり，スピン物性研究に新たな革新を起こすことを目指してい

る。 
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３.戦略性が高く，意欲的な目標・計画の状況 

 

 

 

 

 

 

中期目標【１】 
人類が直面する予測不能な種々の課題を発見し解決することのできる教養と専門的知識及び能力を身に付け，平和を希求

するグローバル人材を養成する。 

 

中期計画【１】 
第２期中期目標期間に導入を開始したナンバリング及びシラバスの英語化を全ての授業科目を対象に推進し，国際的に通

用する教育システムの基盤を整備する。 

平成 28 年度計画【１】 
 全ての授業科目について，ナンバリング及びシラバスの英語化を行う。 

実施状況 

・平成 28 年度から全ての授業科目をナンバリングするとともに，シラバスの英語化を完了した。 
また，平成 27 年度から導入したナンバリングについては，全学的に授業科目の構造化を進めるため，その項目のひとつで

ある分野と分科の見直しを行い，平成 29 年度シラバスから適用することとし，国際的に通用する教育システムの基盤の整備
が進んだ。 

 

中期計画【２】 
 グローバル化に対応した教育を実施するため，平成 31 年度までに全学部において英語を用いた授業科目のみで構成された
学位プログラムを導入し，その成果を検証する。 

平成 28 年度計画【２】 
 平成 30 年度から一部の学部において，英語を用いた授業科目のみで構成された学位プログラムの導入を目指し，検討・準
備を行う。 

実施状況 

・平成 27 年度に引き続き，本学の理念のひとつである「平和を希求する精神」に基づき平和を追い求める精神の涵養に加え，

国際的教養人として世界で活躍できる能力の修得を目的とした教育プログラム「グローバルスタディー特定プログラム（仮

称）」の開設に向けた検討を行い，平成 29 年度から「Global Peace Leadership Program」を開設することとし，副理事（教

育企画担当）を責任者としたプログラム担当教員会を立ち上げた。 

なお，本プログラムの特長となる英語による平和科目「Global Issues Towards Peace」は，他の学士課程教育プログラム

にも活用することとしている。 

・平成 30 年度設置予定の総合科学部国際共創学科（仮称）では，共通言語を英語とし，授業は英語を主言語として行うよう

準備を進めている。 

 

中期計画【３】 
 グローバル化社会において，求められるコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を備えた学生を養成するため，
英語による授業科目及び英語プロフェッショナル養成特定プログラムの拡充などと併せ英語能力の定期的な測定により，学
部学生の 25％程度を TOEFLｉBT80 レベルに到達させる。 

平成 28 年度計画【３】 
 英語による授業科目及び英語プロフェッショナル養成特定プログラムの拡充，英語能力の定期的な測定などの方策につい
て検討・実施し，学部学生の 13％程度を TOEFL®ｉBT80 レベルに到達させる。 
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実施状況 

・平成 28 年度の外国語力基準（TOEFL®iBT80 又は TOEIC®スコア 730 相当）を満たす学部学生の達成割合は，全体の 6.3％が
基準をクリアしており，目標値である 13％には到達できなかったものの，昨年度の達成割合である 6.2％とほぼ同様の結果
であった。全学一斉の TOEIC® L&R IP テストを毎年５月と 11 月に実施し，学部学生は卒業時までに２回受講しなければなら
ないこと，無料受験を希望する学部学生及び大学院学生の受験枠を設け 1,443 人の学生が受験したことから，今後，スコア
のデータ量が増加し，精度の高い分析により，効果的な対応策を検討する基本的要件が整った。 
・「英語到達期待値」の設定 

平成 28 年度学部入学生から，留学・就職・大学院進学を意識して継続的に英語を学び，着実に英語運用能力を身に付ける
ため，個人別の「英語到達期待値」を設定した。入学時の英語力（１年次５月の TOEIC®スコアかセンター試験（英語）の TOEIC®

スコア換算値のいずれか高い方）を基準値とし，授業以外に１日当たり 30 分以上の英語自己学習を行うと想定して，卒業時
までの段階的な TOEIC®スコアの上昇期待値を英語到達期待値として設定した。学生が常に自身の到達期待値を確認できるよ
う，学生個人の成績をウェブサイト（広島大学学生情報の森「もみじ」）に表示できるシステムを整備した。 
・英語運用能力習得のための環境を提供 

海外で活躍するグローバル人材を育成するため，コミュニケーションツールとしての英語力を上達させるとともに，TOEIC®

スコアの向上を目的とし，平成 28 年６月から「TOEIC®スキルアップクラス」を正課外で開講し，169 人が受講した。「TOEIC®

スキルアップクラス」の導入効果を検証するため，受講者の当初の TOEIC®スコアと 11 月に受験した TOEIC®L&R IP テストの
スコアを比較した結果，出席率が高い学生のスコアが上昇しており，学生の英語力向上に対する効果が高い結果となった。
今後は，「TOEIC®スキルアップクラス」に集中講義を取り入れるなど充実させる。 

その他，平成 28 年度には，大学が受験料を負担する TOEIC®L&R IP テストを 5,813 人の学生が受験， 11 月から導入した英
会話トレーニングアプリケーション「MyET」を 842 人が利用，平成 29 年３月に開催した「キャンパス内でミニ留学（３日間
集中）」には延べ 44 人の学生が参加した。 
・平成 29 年度「Global Peace Leadership Program」開設 

平成 27 年度に引き続き，本学の理念のひとつである「平和を希求する精神」の涵養に加え，国際的教養人として世界で活
躍できる能力の修得を目的とした教育プログラム「グローバルスタディー特定プログラム（仮称）」の開設に向けた検討を
行い，平成 29 年度から「Global Peace Leadership Program」を開設することとした。 

本プログラムの特長は，海外留学必須，英語による平和科目「Global Issues Towards Peace」の開設である。 
また，この科目は英語による他の学士課程教育プログラムにも活用する。 

・平成 29 年度「コミュニケーション演習 I，II」開設 
日常的・国際的な場面において英語で円滑なコミュニケーションを行うための英語運用能力を，特に聞くことと読むこと

に焦点を当てて養成するとともに，TOEIC®スコアの向上を目的とした「コミュニケーション演習 I，II」を平成 29 年度から
開設することとし，この科目は，医学部医学科，歯学部歯学科，薬学部薬学科及び薬科学科の履修基準に，必修科目として
位置付けた。 
・英語による授業科目の拡充 

「英語による授業の方法」FD の受講者の増加〔34 人（平成 27 年度）→65 人（平成 28 年度）〕などにより，平成 28 年度
第 4 ターム履修登録期間終了後の外国語による授業科目数の割合は，13.4％となった。 

 

中期目標【２】 
 高度な専門的知識を基礎に自ら価値を生み出し，人類が直面する予測不能な種々の課題を発見し解決するとともに，平和
を希求してグローバルに活躍する高度専門人材を養成する。 

 

中期計画【７】 
 英語を用いた授業科目のみで修了できる学位プログラムを全研究科に順次導入し，平成 31 年度までに 66 コースに拡充し
て，グローバル化に対応した大学院課程教育を実施し，現代社会で活躍できる高度な人材を養成し，その成果を検証する。 

平成 28 年度計画【７】 
 49 コースの英語を用いた授業科目のみで修了できる学位プログラムを整備するとともに，コースの拡充について全研究科
で検討を行う。 

  実施状況 
・大学院課程において，英語を用いた授業科目のみで修了できるコースを拡充し，平成 28 年度に新たに 24 コースが増え 57
コースとなり，年度計画の目標値である 49 を大幅に上回った。 
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実施状況 

・学士課程教育及び大学院課程教育のさらなる質の向上などを目的として，平成 28 年 7 月に理事・副学長（教育・東千田担
当）を本部長とした教育本部を設置し，教育本部の下に教育質保証委員会を位置付け，体制整備を行った。 
・本学における教育の内部質保証システムは，学部及び研究科が年次報告書の作成を通して自己点検・評価を行い，教育質
保証委員会が適切かどうかを検証し，その結果を各学部及び研究科に報告する。次に，各学部及び研究科はその検証結果を
踏まえて，教育改善の取組を実施し，その結果を改善報告書として教育質保証委員会に報告する。その後，教育質保証委員
会は，改善報告書により改善状況の確認を行うものである。 

この取組の特長は，①年次報告書の評価基準が大学機関別認証評価の基準に沿っていること，②教育質保証委員会が作成
した評価結果報告書に対して意見がある場合，各学部及び研究科が意見提出できること，③教育質保証委員会が各学部及び
研究科別の共通データ（入学定員充足率及び収容定員充足率等）を作成し，自己点検・評価のエビデンスとして提供してい
ること，④教育質保証委員会が主導して卒業予定者，修了予定者を対象に，大学の教育内容，学習成果，学生生活，進路等
について問う学士課程教育卒業時アンケート及び大学院課程教育修了時アンケートを実施し，そのアンケート集計結果を各
学部及び研究科における自己点検・評価のエビデンスとして活用できることにある。 
・平成 28 年度は，平成 27 年度における学士課程教育及び大学院課程教育の自己点検・評価を実施し，教育質保証委員会に
おいて評価結果報告書を作成した。 

また，自己点検・評価の実施方法について検証を行った結果，これまで学士課程のみ教育質保証委員会の評価結果報告書
に対して意見を申し立てることができる制度としていたが，大学院課程の自己点検・評価においても申し立てができる制度
に改善した。 
・授業形態がアンケート実施に適さないなどの理由で一部の授業科目で授業評価アンケートを実施していなかったが，全て
の授業科目において学生の声に基づいた授業改善に繋げる機会を創出するため，平成 28 年度第３タームから，全授業科目で
アンケートを実施した。 

また，授業評価アンケートの目的が授業改善であることをより明確にし，教員及び学生の意識を高めるため，アンケート
名称を「授業改善アンケート」とした。 
・SERU(Student Experience in the Research University)による教育の国際質保証評価受審のための WG を，平成 28 年５月
20 日と９月 29 日に開催した。WG では，SERU 学生調査の全学実施に向けた検討を行い，平成 28 年 12 月 14 日から平成 29 年
２月３日にかけて，全学的（学部学生）に SERU 学生調査を実施し，761 人（約 7％）の回答を得た。 

また，平成 29 年度に実施予定の SERU ピア・レビューに向けた準備（レビュアーの選定，資料作成等）を行い，教育の国
際質保証の取組を推進している。 

 

中期目標【６】 
多様なニーズを持った学生（留学生，社会人，障がい学生等）に対する支援を拡充するとともに，学修環境を整備・充実

する。 

 

中期計画【14】 
海外拠点での入学試験の成績に基づいて奨学金の採用者を選考し，渡日前に奨学金受給の可否を伝達する「新・入学前奨

学金制度」を平成 31 年度までに導入し，採用人数，支給額等について検証を行い，経済的支援を拡充する。 

平成 28 年度計画【14】 
 渡日前に奨学金受給の可否を伝達する「新・入学前奨学金制度」の構築に向け，採用人数，支給額及び支給期間等につい
て，検討を行う。 

実施状況 

・外国人留学生の渡日及び入学後の経済的不安を緩和し，学習効果を高めることを目的として，渡日前に奨学生を決定する

「広島大学入学前奨学制度」を，平成 29 年度から導入することを決定した。渡日前入学許可制度を実施する研究科（平成

29 年３月現在，８研究科）から毎年度，各１人の採用を予定しており，外国人留学生は，渡日後１年間の授業料の全額免除

及び月額５万円の奨学金を支給されることから，外国人留学生の受け入れが促進される。平成 29 年度からの導入に向けて制

度を構築したことから，「検討を行う」という年度計画を上回って実施した。 

 中期目標【７】 
 国内外から多様な背景を持った優秀な人材を受け入れるため，新たな入学者選抜を実施する。 
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中期計画【18】 
 ⌐ ⅜№∫≡ ╗ ↄ ↄ ∆ ╩ ╢↓≤─≢⅝╢ ה ╩ 29
╕≢⌐ ─ AO ⌐⅔™≡ ⇔ 31 ╕≢⌐ ─ ⌐⅔™≡╙ ∆╢↓≤⌐╟∫≡ ◓꜡
ꜟⱣכ ⌐ ≢⅝╢ ╩ ↑ ╣╢⁹ 

平成 28 年度計画【18】 
 ⌐ ⅜№∫≡ ╩ ╢↓≤─≢⅝╢ ה ╩ ─ AO ⌐⅔™≡ ∆╢≤≤╙⌐

⌐⅔↑╢ ╩ ∆╢⁹ 

実施状況 

ה 29 28 ⌐⅔™≡ ╗ ↄ ↄ ∆ ╩ ╢↓≤─≢⅝╢ ה

─ ╩ ⇔ ─ AO ≢ ⇔√⁹ ≤⌂╢ ה │ 27 ⌐ ⅜ ⇔√

TOEIC® ♥☻♩ TOEFL®(iBT) IELTS ⅛╠ ⅜ ⇔√ CEFR ⌐ ≠⅝ Cambridge English

GTEC CBT IELTS TEAP TOEFL iBT® TOEFL Junior® TOEIC®L&R ┘ TOEIC®S&W ⌐ ⇔√⁹ 

ꜟⱣכ꜡◓ה ⌐ ≢⅝╢ ╩ ⌐ ↑ ╣╢√╘⌐ 31 ⅛╠ ╩ ╗ ☿fi♃כ

╩ ∆╢ ≡─ ≢ ╩ ∆╢ ─ ╩ ∆╢↓≤≤⇔√⁹ 

 

中期計画【19】 
⌂ ╩ ↑ ╣╢√╘⌐ ▪♇ⱪ꜡כ♪ ⱳכ♩ⱨ◊ꜞ○ ╩ ⇔≡ ⅛╠ ╕≢╩

⌐☻꜠ⱶכ◦ ℮↓≤─≢⅝╢ ▬fi♃כⱠ♇♩ ◦☻♥ⱶ╩ ⇔ 32 ╕≢⌐ ≢ ∆╢≤≤╙
⌐ ╩ ⇔√ ╩ ≢ ∆╢⁹ 

平成 28 年度計画【19】
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実施状況 

・研究大学強化促進事業において掲げた「URA をはじめとする研究推進体制・研究環境の整備」「世界的研究拠点の継続的
創出」「優れた研究人材の確保・育成のための競争的環境の確立」「国際研究活動の活性化」の４つの研究力強化方針に基
づき，研究力強化の取組を継続的に実施した。 
・大学の教育研究力強化に向けて，重要な知的資源である教員の諸活動を大学の資源として捉え，限られた資源の中で最大
のパフォーマンスを発揮することを目的として，教員組織を教育研究組織から分離の上，全学一元化した教員組織である学
術院を設置し，全ての教員は，部局等の所属から学術院所属となった。 
 このことにより，これまでの教員の人件費管理を部局等単位から，学長のリーダーシップによる全学一元管理へ移行し，
全学的な視点から学部や研究科等の教育研究の機能強化のための教員人事が可能となった。 
・平成 28 年 10 月には整備の一環として，大学院理学研究科附属両生類研究施設を全学センター化した。国際共同研究拠点
として，活発な国際研究活動を通じて，国際共著論文等の国際研究成果の増に繋げる。 
・平成 25 年度から URA による外部資金獲得支援，ライティングセンターを活用した論文等国際研究成果の発信支援及びサイ
エンス・コミュニケーターインターンの雇用による国際科学広報支援，更には海外の大学等との国際交流協定の積極的締結
などの取組を継続的に実施した。この取組により，QS 世界大学ランキングにおいて 297 位となった（平成 27 年度から 51 位
上昇）。 

また，国際共著論文数及び国際共著率についても，大幅に増加〔平成27年度：538件（27.8％）→平成28年度：649件（32.5％）〕
した。 
・平成 27 年度末に実施した研究大学強化促進事業の外部評価の指摘事項を踏まえ，平成 28 年度は，取組の改善充実を実施
した。 

なお，平成 28 年度「研究大学強化促進事業」のフォローアップでは，URA 制度の量的充実と活用，教員個人評価の全学的
体制が特に優れた点として挙げられ，高い評価（順調に進んでいる）を得た。 

 

中期目標【９】 
 研究活動を適切に評価できるように研究マネジメント機能を強化し，重点領域に効率的な研究支援を行う。 

 

中期計画【23】 
 教員の個人評価及び本学の教育や研究面でのパフォーマンスをモニターする独自の目標達成型重要業績指標（AKPI®）等を
参考に，研究活動の評価を適切に行い，大学として重点的に取り組む領域を決定し，研究者等の重点的配置を行う。 

平成 28 年度計画【23】 
 大学として重点的に取り組む領域を適切に評価・選定するための教員の個人評価及び本学の教育や研究面でのパフォーマ
ンスをモニターする独自の目標達成型重要業績指標（AKPI®）等を参考にするとともに，分野の特性を踏まえた，新たな評価
指標の策定など研究活動評価手法を構築する。 

  実施状況 

・研究拠点の中間評価・最終評価（論文・外部資金等研究活動評価）について AKPI®等を参考に実施した。 
・人文社会系の国際発信力強化のため，「人文社会系学術雑誌」の選定・リスト化を行った。具体的には，①全国規模の学
術団体が母体となって発行する雑誌，②著名な商業誌，③海外の著名な学術雑誌等トップレベルの学術雑誌として衆目が一
致する学術雑誌を選定した。この「人文社会系学術雑誌」リストを，国際的・国内的に評価の高い学術雑誌への投稿を促す
ための動機付けや目標（新たな評価指標）として活用している。 

 

 中期目標【12】 
 徹底した「国際化」を全学的に実施することで国際通用性を高め，ひいては国際競争力を強化し，世界大学ランキングト
ップ 100 を目指すための取組を進める。 

 

中期計画【30】 
 学位プログラムの国際化及び海外での留学生のリクルーティング強化などを図り，全学生に占める留学生の割合を 12％程
度以上に増加させる。また，日本人学生の留学を推進するため，START プログラム（新入生を対象とした海外留学体験）等
短期の派遣者を，長期の派遣へ促す等により，日本人学生の海外派遣数を全学生の８％程度以上にする。 

平成 28 年度計画【30】 
 海外拠点を活用した留学説明会の開催など留学生獲得策を策定・実施することにより，全学生に占める留学生の割合を 8．
9％以上に増加させる。また，各留学プログラムをより学生のニーズに沿ったものに内容を見直す等により，全学生に占める
日本人の海外派遣学生の割合を 4.1％以上に増加させる。 
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実施状況 

・海外の学士課程４年生を３ターム期間受け入れる「森戸高等教育学院３＋１プログラム」を新たに開始したほか，日本人
新入生を対象とした短期の「START プログラム」において過去最大規模の 10 コース 266 人（新入生の 1 割以上）を派遣する
など，留学プログラムの質保証を担保しつつ量的拡充を図り，全学生に占める留学生の割合は 9.4％（平成 29 年５月 1 日現
在），日本人の海外派遣学生割合 4.1％（平成 28 年度通年）となった。 
・BEVI テスト（異文化適用に関する特性テスト）日本語版の開発と活用 

留学プログラム参加学生の成果を客観的に測定するため，北米を中心に約 60 の高等教育機関で広く利用されている BEVI

テストについて，平成 28 年度に当該テスト開発者と共同で日本語版（BEVI-j）を開発した。その結果，日本の高等教育機関

で実施可能となり，本学のほか平成 29 年度からは，琉球大学，龍谷大学及び県立広島大学の３大学が実施を決定した。この

ことによって，留学経験が学生の国際感覚や学習態度，グローバル人材化等にどの程度影響したかを客観的に測定・検証で

きるようになった。 

平成 28 年度に，本学の留学プログラムに参加した学生約 300 人を対象として，留学前及び留学後に BEVI-j テストを受験

させた。テスト結果を統計的に処理して，留学プログラム毎の成果を検証するとともに，留学プログラム非参加学生との比

較を行った。これらの成果を，平成 28 年 12 月に本学主催の国際シンポジウム（JASSO 共催・文部科学省後援，約 100 人参

加）で発表し，留学プログラムの効果的な実施と質保証の取組の周知と普及を図った。 

・海外拠点の充実・拡充 

平成 27 年度までに９か国・地域に 11 の海外拠点を設置し，海外拠点を活用した優秀な留学生の確保，学術交流及び国際
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ミーティングの開催，カンボジア王国教育・青年・スポーツ省内に海外拠点を設置するなど平成 29 年度からの本格的実施に
向け環境整備を行った。本学では，平成 25 年度から文部科学省「大学の世界展開力強化事業」による「AIMS-HU プログラム」
にて ASEAN 諸国との間で年間 25 人規模の学生交流を実施している。 

さらに，広島大学の短期交換留学制度「HUSA プログラム」による本格的な単位互換を伴う協定校への中長期留学や重点的
に語学能力の向上を図る語学研修プログラムなど学生のニーズやレベルに応じた様々な学生交流プログラムを推進してい
る。 
・森戸高等教育学院３＋１プログラムの創設 

平成 28 年度に，初代広島大学長（元文部大臣）森戸辰男氏の名を冠する「広島大学森戸高等教育学院３＋１プログラム」

を創設した。これは，クォーター制に対応した学部留学生受入れの制度で，海外学生のニーズに合致し，卒業後，本学の大

学院への進学を視野に入れた教育プログラムである。大学院入学を目指す学部４年次生を世界各地から３ターム期間受け入

れ，専門教育や語学教育を提供した上で，母国で学位を取得後，本学大学院への進学を経て高度専門人材に育成するプログ

ラムである。 

平成 28 年度には，各部局の代表教員で構成された実施部会で，主に中国の学部４年次生を対象に募集とマッチングを行っ

た。その結果，平成 28 年 10 月に第一期生 26 人（応募：33 人）を受け入れた〔第二期生の応募：89 人（平成 29 年４月現在）〕。

さらに，３ターム受入期間終了時（６月）の学位取得者で，希望があれば大学院進学までの間，引き続き研究生として在籍
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実施状況 

・グローバル化の進展と部局の機能強化に対応した人員措置として，以下の①～④を実施した結果，平成 29 年５月１日現在
において，外国籍又は海外での教育研究歴等を持つ教員は全教員の 40.3％（前年度比 5.5 ポイント増）となり，目標の 34.5％
を大きく上回った。 
 ①国内外を問わず，教育力・研究力に優れたグローバルな教員を採用するため，国際公募を完全実施した。 
 ②外国人教員（短期）７ポストを措置（平成 29 年度の教員配置）した。 
 ③外国人教員採用支援分４人，及び研究力強化「外国人教員（トップ型）短期」３人を配置した。 
 ④グローバル人材の確保を人員配置の観点のひとつとし，人員措置申請時に「外国人教員等」枠を設定した。 
・平成 26 年度から外国籍の職員を継続して採用しており，平成 28 年度も１人採用（前年度実績１人）した。 

また，海外での職務経験を持つ職員を増加させるために，長期海外派遣研修として文部科学省〔国際業務研修（LEAP）〕
及び日本学術振興会（国際学術交流研修）に１人ずつ派遣していた者が帰学するとともに，来年度に新たに１人ずつ派遣す
る予定である。 

これらの取組により，平成 29 年５月１日現在において，外国籍又は海外での職務経験等を持つ職員は全職員の 6.4％（前
年度比 1.2 ポイント増）となり，目標の 4.8％を大きく上回った。 

 

中期計画【32】 
 教育の国際標準化を推進するため，学士課程及び大学院課程の全授業科目のうち，外国語による授業科目数を 30％程度に
増加させる。また，留学生が日本文化への理解を深めることのできる日本語能力を向上させるため，留学生の語学力に応じ
た能力別カリキュラムの再編等を行い，充実した日本語教育を実施する。 

平成 28 年度計画【32】 
 英語を用いた学位プログラムの導入などに伴い，学士課程及び大学院課程の全授業科目のうち，外国語による授業科目数
を 10％程度に拡充する。また，留学生の語学力に応じた能力別カリキュラム等の再編案を策定する。 

実施状況 

・全学教務委員会で，大学院課程における英語を用いた科目のみで修了できるコースの拡充を促すなどの取組の結果，新た

に平成 28 年度に 24 コース増加したこと,「英語による授業の方法」FD の受講者が増加〔34 人（平成 27 年度）→65 人（平

成 28 年度）〕したことなどにより，平成 28 年度第４ターム履修登録期間終了後の外国語による授業科目数の割合は，学部・

研究科全体で 21.6％となり，年度計画の目標値である 10％を大幅に上回る結果となった。また，平成 29 年度から開設する

「Global Peace Leadership Program」における英語による平和科目「Global Issues Towards Peace」の新設などにより，

さらに外国語による授業科目数を増加させる。 

・留学生の語学力に応じた能力別カリキュラム等の再編のため，国際センターが実施している正課での日本語教育における，

能力別カリキュラム等の再編案のたたき台を取りまとめた。平成 29 年度からの新体制として学長特命補佐（日本語教育担当）

を新たに配置し，より全学的な視点からカリキュラム等を再編するよう取り組んでいる。 

  

中期計画【34】 
 平成 31 年度までに，日本人学生のうち 12％程度を留学生との混住宿舎に入居させ日常的な異文化交流を促進し，日本人
学生及び留学生の国際通用性の基礎力を養う。 

平成 28 年度計画【34】 
 借上宿舎を活用し，日本人学生と留学生との混住宿舎を拡充する。また，転貸サービス等を利用した混住型宿舎の導入を
検討する。 

  実施状況 

・平成 26 年 10 月から借上宿舎を設置し，平成 28 年度は国際交流会館の混住化及び国際交流指定下宿制度を開始し，混住型

宿舎を拡充した。その結果，すべての学生宿舎を混住化し，留学生の混住型宿舎入居者は借上宿舎設置前の 142 人から 538

人へ大幅に増加し，日本人の混住型宿舎入居率は 10％を超えた。 

・平成 28 年度 10 月にアパート入居保証制度の見直しを行い，転貸サービスではなく保証会社のサービスを導入することと

した。これにより連帯保証人が不要になるとともに，入居時のサポートや入居後の更新手続等も複数言語対応が可能となる

など住居を借りやすい環境となり，留学生受入環境を充実させた。 

・以上のことから，年度計画の混住型宿舎を拡充し，転貸サービス等を利用した混住型宿舎の導入を検討するという計画を

上回って実施している。 
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中期目標【20】 
 学長のリーダーシップを強化するための環境整備を行い，IR を活用し戦略的な学内資源配分を行う。 

 

中期計画【46】 
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実施状況 

・平成28年度から，教員組織を教育研究組織から分離し，全学一元化した教員組織である「学術院」を設置した。また，教

員人件費について，部局等単位による管理から学長のリーダーシップによる全学一元管理へ移行するとともに，学長の下に

全学人事委員会を設置し，人件費管理及び教員配置の検討を行い，人員配置から候補者選考まで役員会の議を経て学長が決

定するガバナンス体制に移行した。全学人事委員会では，本学独自の目標達成型重要業績指標（AKPI®）等の指標を用い，教

育研究組織の枠を超えた全学的視点からの戦略的・計画的な人員配置を行っている。 

・若手教員については，多様な人材確保への取組を配置の観点の一つとして捉え，「若手研究者（36歳以下）枠」を設定し，

戦略的に31ポスト措置した。 

・また，優れた研究人材の確保・育成を図ることにより，教員の年齢別構成を改善し教育研究を活性化させるため，平成27

年度から，文部科学省「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」（テニュアトラック制適用）を活用し，若手教員

の採用を加速させるため全学的支援措置として，平成27年度に７人，平成28年度に９人を配置した。 

・准教授，講師，助教については，任期満了前に厳格な審査（研究業績・教育業績など）を経てテニュアとするテニュア・

トラック制（平成25年４月導入）を定着させるとともに，教員採用に際し国際公募を実施しており，英文による教員公募文

書の共通モデルを定めた上で，JREC–IN，Research Gate，AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION等の公募サイトを利用し，国際経

験豊かな外国人教員等を積極的に採用するよう努めている。これにより，平成29年３月31日現在において，専任教員に占め

るテニュアトラック教員の割合は，6.5％（前年度比1.2ポイント増）となった。 

・これらの取組により，平成 29 年３月 31 日現在において，専任教員に占める若手教員（40 歳未満）の割合は，24.3％（前
年度比 1.1 ポイント増）となったが，40 歳以上の退職者が減ったことから，目標とした 27％程度には達しなかった。 

・今後，以下の取組を行うことにより，中期計画に掲げた目標の達成を目指す。 

①教員人事の全学一元管理の下で，各部局等の若手教員の採用目標値を示し，本学の教員措置方針において，若手教員への

ポスト振替を前提とする人員措置要求に対して優先配置するなどの方策を講ずるとともに，若手教員の雇用に際し，テニ

ュアトラック制（任期：５～８年）を全学的に展開し，中長期の安定雇用を推進していく。 

②文部科学省「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」，「卓越研究員」のほか，国立大学改革強化推進補助金（国

立大学若手人材支援事業）を申請するとともに，全学特別措置として若手教員採用を加速させるための人件費枠を拡大す

ることにより，中期計画に掲げた目標の達成を目指す。 

③若手研究者の研究意欲を高めるため，現在本学独自に実施している若手助成事業として，広島大学萌芽的研究支援金（50

万円以下，10～20件），女性研究者奨励賞（20～100万円，４～６件），DR（特に優れた若手教員）への研究活動資金支援

（30～100万円，15件程度）に加え，平成29年度から研究助成金制度（最大200万円，５件，２年間）を創設する。 

④若手教員の積極的な教育研究活動を担保し，育成するため，若手教員の独立性の確保（メンターの配置，スタートアップ

資金の提供等），研究基盤の整備・充実（高額な全学共通設備・機器の共用，サバティカル制度の積極的活用による海外

派遣の促進，優秀な外国人研究者の招聘による研究者交流の促進），学生教育への参画の拡大（講義担当と学生配属・指

導の拡大）を図り，優秀な若手にとって魅力あるポストとして整備する。 

 

中期目標【23】 
 教職員のワーク・ライフ・バランスを推進するとともに，大学運営における意思決定の場に女性を積極的に登用する。 

 中期計画【51】 
 女性教職員の積極的参画を推進するため，女性教員及び女性管理職の割合を各 20％程度にまで増加させる。 

  平成 28 年度計画【51】 
 女性教職員の積極的参画を推進するため，教員措置方針に基づく人員措置により，女性教員の割合を 16％程度にするとと
もに，女性管理職の割合を 13．5％程度にする。 

― 31 ―



 

- 32 - 

実施状況 

・教員人事の全学一元管理の下，全学的支援措置として女性教員枠で３人配置するとともに部局の機能強化に向けた人員措
置要求において，「女性教員」を設け，戦略的に人員配置を行った。 
・教員採用におけるポジティブアクション（業績・評価が同等と認められた場合は女性を採用）の推進を平成 28 年度も継続
して実施することに加え，文部科学省「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」の一環として女性限定の教員公募
を継続して実施したことなどにより，平成 29 年３月 31 日現在において，女性教員の割合は 15.9％（前年度比 0.4 ポイント
減）となった。 
・女性管理職については，教育研究評議会など大学運営における意思決定の場への女性の積極的参画を推進するため，平成
28 年度から新たにダイバーシティ研究センター長（評議員）に女性を登用したこと等により，平成 29 年３月 31 日現在にお
いて，女性管理職の割合は 12.8％（前年度比 2.5 ポイント増）となった。 
・教育研究評議会において，女性管理職割合の数値及び数値目標の報告に併せ女性管理職の必要性を随時周知した。また，
副理事（男女共同参画担当）が複数部局を訪問し，部局長と意見交換を行い，大学運営における意思決定の場に女性を積極
的に登用させるために，副部局長や主要委員会委員などへ女性を積極的に登用することを確認した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ① 組織運営の改善に関する目標 

 

中
期
目
標  

【19】大学の強みや特色を活かし，教育研究機能を最大限に発揮するための実効性・透明性のある運営体制を構築する。 
【20】学長のリーダーシップを強化するための環境整備を行い，IR を活用し戦略的な学内資源配分を行う。 
【21】国際レベルの競争的な環境における教育研究への取組に向け，教職員の国際通用性を高める。 
【22】教育研究活動の支援強化のため，専門性を備えた職員の人材養成を行う。 
【23】教職員のワーク・ライフ・バランスを推進するとともに，大学運営における意思決定の場に女性を積極的に登用する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

【44】 
 幅広い視野での自律的な運営改善に資するため，外国人を含む経
営協議会学外委員から聴取した意見等を学長による部局長等ヒア
リングを通じ，法人運営に反映させる。 
 

【44】 
 外国人を含む経営協議会学外委員から意見等を聴取し，学長による部局長等ヒアリン
グを通じ，必要に応じて改善する。 Ⅲ 

【45】 
 ガバナンス体制の強化に向け意思決定システムなどの点検・見直
しを行うとともに，学長と監事の定期的なミーティングを実施し，
相互の意思疎通を図りながら，監事の独立性及び監事支援体制を検
証し，監事の機能強化を行う。 
 

【45】 
 学長，理事，副学長等の職務権限を整理し，見直す。また，全学規則と部局内規の整
合性を点検するとともに，必要な規則整備を行う。さらに，学長と監事の定期的なミー
ティングにより，監事監査結果を法人運営に反映させるとともに，監事の独立性及び監
事支援体制の検証を行う。 

Ⅳ 

【46】 
 教育研究力強化のため，教員の人件費管理を部局等単位から，全
学一元管理とし，本学の教育や研究面でのパフォーマンスをモニタ
ーする独自の目標達成型重要業績指標（AKPI®）等を参考に，戦略
的な人員配置を行う。 
 

【46】 
 教員の人件費管理を部局等単位から，学長の下での全学一元管理とし，本学の教育や
研究面でのパフォーマンスをモニターする独自の目標達成型重要業績指標（AKPI®）等の
指標を用いて，戦略的な人員配置を実施する。 Ⅳ 

【47】 
 国内外の優れた教職員を確保するため，年俸制や混合給与など人
事・給与システムの弾力化を推進し，年俸制適用教員を 21％程度
にまで増加させる。 
 

【47】 
 国内外の優れた教職員を確保するため，年俸制や混合給与など人事・給与システムの
弾力化を推進し，年俸制適用教員を 14.9％程度にまで増加させる。 Ⅳ 

【48】 
 優秀な若手教員（40 歳未満）の活躍の場を全学的に拡大し教育
研究を活性化するため，テニュアトラック教員の計画的採用などに
より，若手教員（40 歳未満）を 34％程度にまで増加させる。 
 

【48】 
 優秀な若手教員（40 歳未満）の活躍の場を全学的に拡大し教育研究を活性化するため，
テニュアトラック教員の計画的採用により，若手教員（40 歳未満）を 27％程度にまで
増加させる。 

Ⅲ 

【49】 
 「各部署で必要となる知識・スキル等の明文化と育成への活用に
よる職務遂行力の向上」，「キャリアパス，昇任基準等の明確化に
よるモチベーション向上」及び「難易度の高い業務経験の機会創出
による職員全体の生産性向上」を目的とした職員人材育成計画に基
づいた採用，異動，昇任，研修等により，職員の人材養成を行う。 
 

【49】 
 職員人材育成計画に基づき，採用，異動，昇任，研修等に関する各種施策，取組を実
施し，職員の人材養成を行う。 

Ⅲ 
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【50】 
 教職員のワーク・ライフ・バランスを推進するため，制度の周知
及びセミナーの実施等により，教職員が制度を活用しやすい環境を
整備するとともに，平成 31 年度に次世代育成支援対策推進法に基
づく「一般事業主行動計画」（第３期）の適合認定を受ける。 
 

【50】 
 平成 26 年度から平成 31 年度までの「一般事業主行動計画」（第３期）を踏まえ，制
度の周知及びセミナーの実施等により，両立支援制度の活用を促進する。 

Ⅲ 

【51】 
 女性教職員の積極的参画を推進するため，女性教員及び女性管理
職の割合を各 20％程度にまで増加させる。 
 

【51】 
 女性教職員の積極的参画を推進するため，教員措置方針に基づく人員措置により，女
性教員の割合を 16％程度にするとともに，女性管理職の割合を 13．5％程度にする。 
 

Ⅲ 
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（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 

 

  

 

ガバナンスの強化 

ⅰ）効率的な大学運営【計画番号 45】 

 学長のリーダーシップの下，教育力・研究力強化を中心に大学改革を推進し，さら

に効率的な大学運営などを目指し，以下のとおり運営体制を見直した。 

・理事・副学長の体制強化のため，理事を１人追加し７人とし，本学では２人目とな

る女性の理事を任命した。 

・理事室の機能，権限及び責任を明確化し，効率的な大学運営を行うため，教育・国

際室を「教育室」及び「国際室」に，学術・社会産学連携室を「学術室」及び「社

会産学連携室」とした。 

 

ⅱ）ガバナンス改革の一環としての部局長選考方法の見直し【計画番号 45】 

ガバナンス改革の一環として，学長のビジョンや大学の経営方針を共有して適切な

役割を果たすことのできる部局長を選考できるよう，広島大学部局運営規則の改正を

平成 28 年 10 月に行った。部局候補者を学長が個別面談するようにした平成 27 年度

までの改正を，平成 28 年度はさらに進め，部局から推薦される候補者を原則複数人

とし，法学部長，理学研究科長，先端物質科学研究科長，工学研究科長，原爆放射線

医科学研究所長及び病院長を選考した。 

 

ⅲ）大学運営等に関する情報共有・意見交換の場の設定【計画番号 45】 

平成 27 年度から役員等で構成する役員懇談会を設置し，大学運営に関する情報共

有及び意見交換を行っている。また，原則，月２回役員等によるランチミーティング

を行い，情報共有を図っている。さらに，月１回部局長等意見交換会を開催し，大学

運営方針について共通認識を図るとともに，「学長メッセージ」の発信，学長による

部局の教授会訪問，部局長へのヒアリング及び学生との意見交換会を実施し，情報共

有及び意見交換を行っている。 

以上のように情報共有・意見交換の場を設定することにより，効率的な大学運営に

繋げている。 

さらに，学長と監事が原則毎週意見交換を行い,相互の意思疎通を図りながら,監査

結果等を通じて見出された課題を法人運営に反映させている。 

 

ⅳ）全学一元管理による戦略的な人員配置の実施【計画番号46】 

戦略性が高く,意欲的な目標・計画の状況 P.30 を参照。 

 

 

ⅴ）年俸制適用教員の増加【計画番号47】 

戦略性が高く,意欲的な目標・計画の状況 P.30 を参照。 

 

ⅵ）優秀な若手教員の活躍の場を全学的に拡大【計画番号48】 

戦略性が高く,意欲的な目標・計画の状況 P.30，31 を参照。 

 

ⅶ）職員の国際通用性【計画番号 49】 

職員の国際通用性については，平成26年度に採択されたスーパーグローバル大

学創成支援事業において，平成35年５月１日現在までにTOEIC®スコア800点以上の

職員を20％とすることを目標として掲げ，外国籍職員の採用，海外派遣研修及び

スキル開発研修（オンライン英会話）の取組等により増加を図った結果，平成29

年３月31日現在において，7.5％となった。 

 

ⅷ）職員人材育成計画に基づく取組【計画番号 49，55】 

・真に本学で働きたい志を持った人物や，多様な志向を持った人材を確保するた
め，平成 25 年度から統一試験に加え独自採用試験を実施しており，平成 28 年
度は外国籍，TOEIC®スコア高得点（700 点以上）者など８人の事務職員を採用
（平成 28 年度末までの採用者２人，平成 29 年４月１日付け採用者６人）した。 

・グループリーダー級職員昇任制度の見直しについて，受験者等へのアンケート
結果による検証を行い，平成 29 年度の実施に反映することとした。 

・管理職員の人事評価制度等の見直しについて，試行結果を検証したところ，評
価運用は平成 29 年度から一部変更するが，目標設定等にいくつかの課題があ
るため，一部見直しの上，試行を継続し，平成 29 年度中に制度改正すること
とした。 

・職員の語学力向上，異文化理解促進等に関し，海外派遣研修（７か国 12 人派
遣），スキル開発研修（TOEIC®IP テスト受験）（延べ 120 人受験），スキル開
発研修(オンライン英会話）（29 人受講），語学研修（TOEIC®対策編）（14 人
受講）を実施した。また，教育室と連携し，平成 28 年 12 月から英会話トレー
ニングアプリ「myET」を試行的に導入（職員 267 人受講）し，平成 29 年度も
継続することとした。 

・育児休業取得中の職員への研修機会提供について，希望者に対して研修情報を
提供し，スキル開発研修(オンライン英会話）及びスキル開発研修（e ラーニン
グライブラリ）の受講があった。 
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ⅸ）ワーク・ライフ・バランスと男女共同参画実現への取組【計画番号 50】 

・実労働時間短縮によるワーク・ライフ・バランスの推進を図るため，平成 28 年 12

月に労働時間管理者に対する時間外労働等ヒアリングを実施し，勤務時間の繰り

上げ・繰り下げや変形労働時間制の採用などによる時間外労働の縮減や年休取得

の促進を図った。 

・男女共同参画推進室のウェブサイトについて，平成 28 年４月から６月にかけて子

育て支援に関する情報が見つけやすいものとなるよう，保育園や学童保育などの

情報をトップページに配置するなど構成を見直すとともに，東広島市が作成した

「子育てガイドブック」（英語版）のリンクを貼り，ウェブサイト掲載内容の充

実を図った。 

・平成 28 年 12 月から，学内で実施する学童保育の保育料の支払い方法を振込から

給与天引きに変更し，利用者の利便性の向上を図った。 

・男性教職員の育児参加を促すため，広島県が作成した父親の子育てを応援する小

冊子を周知するとともに希望者に配付した。また，セミナーを含め男性の子育て

支援に役立つ各種情報をウェブサイトや全学情報共有基盤システム「いろは」で

随時周知した。 

・「イクボス同盟ひろしまからの提言（広島県主催）」の策定に参画し，本学にお

ける働きやすい職場づくりへの取組について公表するとともに，学内に向けて本

学の取組を周知し，今後実施していくこととした。 

・平成 29 年１月に育児休業や部分休業，子の看護休暇の対象となる子の範囲を拡充

するなど制度を整備した。 

・教職員に利用を限定していた保育施設について，平成 29 年度から留学生や日本人

学生も利用できるよう利用対象者を拡大することとし，関係規則等を改正した。 

 

ⅹ）女性管理職登用への取組【計画番号 51】 

戦略性が高く,意欲的な目標・計画の状況 P.31，32 を参照。 

 

教育研究組織
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(2) 財務内容
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Ⅰ 業務運営・財・
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・平成 28 年度先端研究基盤共用促進事業の採択を受け，部局・専攻等内の共用シ

ステムを構築するため，新たに医歯薬保健学研究科及び工学研究科等の３研究組

織において計 50 台の設備共用を開始した。 

・平成26年度に開始した中国地方バイオネットワーク受託解析サービス（広島大学

においては平成26年度０件，平成27年度１件，平成28年度３件）の大学間共同利

用の更なる促進を図るため，リーフレットを1,200部作成し，学内のほか連携４

大学（鳥取大学・島根大学・岡山大学・山口大学）に配付した。 

 

寄附金の獲得に関する取組 

ⅰ）広島大学基金募集戦略に基づく組織的募集活動の強化【計画番号57】 

 広島大学冠事業基金や広島大学修学支援事業基金など，広島大学基金を拡充する

ため，寄附方法，広報効果等の検証を継続的に行い，検証結果に基づく課題等への

改善を実施した。平成28年度は，広島大学冠事業基金及び広島大学基金のリーフレ

ットについて医学部同窓会での配布，政経・法・経済学部，社会科学研究科の同窓

会総会での配布，歯学部同窓会の会報への同封等に取り組んだ結果，冠事業基金３

件（1,100千円），広島大学基金57件（7,870千円）の実績となった。また，広島大学

ホームカミングデーの開催案内（36,000通）に，広島大学基金のリーフレットを同

封し，寄附を呼びかけた結果，広島大学校友会会員及び同窓生から152件（3,980千

円）の実績となった。さらに，学長特命補佐（校友会・基金担当）が企業訪問し，

広島県内の会社社長，役員等に募集活動を行った（16社）。その結果，広島大学冠事

業基金１件（350千円），広島大学基金９件（6,300千円）の実績となった。 

 

ⅱ）広島大学基金の申込みの簡略化とクレジットカード支払に対応【計画番号57】 

 平成26年度から，広島大学への寄附を簡略化するため，公式ウェブサイトからの

申込み及びクレジットカードでの支払いに対応している。平成28年度は，公式ウェ

ブサイトからの申込みが13件（5,160千円），クレジットカードでの支払いが17件（145

千円）の実績となった。 

 

 

ⅲ）「広島大学修学支援事業基金」の新設【計画番号57】 

平成28年度税制改正により税額控除が適用対象となった基金（経済的理由によ

り修学が困難な学生に対して支援を行う「修学支援事業基金」）を新設し，募集

を行った。平成28年度は，299件（6,215千円）の実績となった。 

 

寄附金の獲得に関する取組の成果（平成27年度と平成28年度の比較） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 増加額 

広島大学基金 69,978,146 円 132,718,537 円 62,740,391 円 

広島大学修学支援事業 

基金（新設） 
0 円 6,215,500 円 6,215,500 円 

広島大学冠事業基金 5,850,000 円 21,950,000 円 16,100,000 円 

合  計 75,828,146 円 160,884,037 円 85,055,891 円 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状
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（３） 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等 

 

  

 

自己点検・評価 

ⅰ）教育の質の改善・向上を図るための自己点検・評価システムの改善【計画番号

12】 

戦略性が高く,意欲的な目標・計画の状況 P.23，24 を参照。 

 

ⅱ）教育の国際質保証（SERU 学生調査の実施）の取組【計画番号 12，60】 

戦略性が高く,意欲的な目標・計画の状況 P.24 を参照。 

 

ⅲ）全学的観点による自己点検・評価の取組【計画番号 60】 

  第２期中期目標期間中の各部局の自己点検・評価に対して，学外者（外国人を含

む経営協議会学外委員）からの外部評価（部局組織評価）を平成 28 年９月に受けた。

特性に応じた教育研究に関する評価結果（特長・特色を伸ばすための助言及び課題

改善のための指摘：184 件）に対し，各部局は，改善方法等についてプランを立て，

実行した。そのアクションについては，全学の評価委員会で内容を確認するととも

に，12 月から翌年 1 月にかけて学長が進捗状況の部局長ヒアリングを実施し，必要

に応じて特長・特色を伸ばすための助言及び課題改善のための指摘を行った。各部

局の自己点検・評価，外部評価（部局組織評価）の結果，改善の実行内容，学長ヒ

アリングによる助言・指摘は，全ての役員及び部局長が参加する経営協議会学外委

員との意見交換会（平成 29 年３月）で情報を共有した。例えば，「実務キャリアが

重視される国際連合などで活躍できる人材の輩出を画策して欲しい」との指摘に対

し，「国際協力実務家のため到達度教育プログラムを策定する。」など，着実に PDCA

サイクルが回り，教育研究の質の維持・向上が実現できている。 

 

ⅳ）SGU 事業外部評価及びアドバイザリーボードの実施【計画番号 60】 

  本学のスーパーグローバル大学創成支援事業の取組について，北京師範大学教授，

名古屋大学総長補佐による外部評価（平成28年11月）及びThe University of Western 

Australia Deputy Vice-Chancellor，大学改革支援・学位授与機構顧問による外部

評価（平成28年12月）を実施したほか，元香港中文大学教授，Cairo University教

授，オックスフォード大学日本事務所 代表，James Madison University, President， 

James Madison University，Provost and Senior Vice Presidentによるアドバイザ

リーボードから助言を受けた（平成28年11～12月）。 

 

 

また，元香港中文大学教授には2月に来学した際，意見交換を行った。評価及び

助言を活かし，今後，より実効性のあるSGU事業の展開を図る。 

 

ⅴ）教員の教育及び研究活動等に関する継続的な評価の実施【計画番号60】 

  「教員の個人評価の基本方針（教育研究評議会決定）」に沿って，教員活動の点

数化による教員の個人評価を継続的に実施した。大学の教育・研究活動の質的向

上と活性化を目指し，「教員全員が自己の研究力を認識すること，優れた研究者を

正しく評価して処遇すると同時に，不活性な教員に対しては問題点を明らかにし

て活動改善を促す」こととしている。 

教員が前年度分の教育・研究・社会貢献・大学運営等について，部局で定めた

項目に沿って点数化した個人評価の結果を，処遇に反映している。 

 

ⅵ）広島大学部局組織評価実施要領及び組織目標評価報告書作成マニュアルの策

定【計画番号60】 

  各部局の活動の現状と課題を明らかにし，「ミッションの再定義」で定義された

各部局の特長・特色を伸ばすとともに，課題への対策と改善を実施することによ

って，教育研究等の一層の質の向上を図ることを目的として，広島大学部局組織

評価実施要領及び共通評価項目設定を記載した組織目標評価報告書作成マニュア

ルを平成29年３月に策定した。 

  本学が実施する部局組織評価を，各部局が実施した自己点検・評価に対して，

第三者の観点から学外者（経営協議会学外委員を１人以上含む。）が評価するもの

とし，外部評価の一つとして位置付けた。平成29年度から毎年実施する。外部評

価の結果や指摘事項に対する取組は，学長ヒアリング（12月実施予定）や意見交

換会（３月実施予定）を通じて特長・特色や課題について情報共有し，全学的な

観点からの，教育研究の質の維持・向上の実現に繋げる。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(4) その他業務運営に関する目標 
  ① 施設設備の整備・活用等に関する目標 

 

中
期
目
標  

【32】魅力あるキャンパスの整備を推進するため，施設整備キャンパスマスタープランに基づき施設の整備を推進するとともに，総合的な施設マネジメントを行う。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

【64】 
 学生・教職員の交流スペースやアクティブ・ラーニングのための
スペース等を整備するとともに，国の財政措置の状況を踏まえた老
朽施設等の改修や省エネルギー対策，施設の適切な維持管理により
安全・安心な教育研究環境を維持する。 
 

【64】 
 施設整備キャンパスマスタープランのアクションプランに基づき学生・教職員の交流
スペースやアクティブ・ラーニングのためのスペース等の整備を推進するとともに，施
設マネジメントに基づく年次計画により，老朽施設等の改修や省エネルギー対策，施設
の適切な維持管理により安全・安心な教育研究環境を維持する。 
 

Ⅳ 

【65】 
 既存施設の有効活用を推進するため，教育・研究スペースの再配
分とともに全学共用スペースを 1.5 倍程度に拡充する。 
 

【65】 
 教員の研究スペースの届出制及び施設使用実態調査により，教育・研究スペースの適
正配分に取り組む。また，霞地区の旧診療棟の整備等に伴い全学共用スペースを確保す
る。 
 

Ⅲ 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(4) そ
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(4) その他業務運営に関する目標 
  ③ 法令遵守等に関する目標 

 

中
期
目
標  

【34】社会への説明責任を果たすため，信頼性・透明性の高い，健全で適正な大学運営を行い，法令等の遵守を徹底する。 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

【67】 
 研究活動に係る不正行為防止体制の整備及び研究費等の不正使
用防止策に基づき，本学において研究に携わる者又は研究費を使用
する者に，研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する教育並び
に研究費等の不正使用の防止に関する教育等へ参加させるととも
に，研究費等を使用する者から毎年確認書の提出を義務付けるなど
の不正防止策を実行する。 
 

【67】 
 本学の研究活動に係る不正行為防止体制の整備及び研究費等の不正使用防止策に基づ
き，研究倫理教育及びコンプライアンス教育を実施する。また，研究費等を使用する者
から，規則等の遵守・懲戒処分等の対象・法的責任の存在を確認する確認書を徴取する。 

Ⅲ 

【68】 
業務の適法かつ適正な執行と社会的信頼を確保するために，引き

続き個人情報の取扱い等について研修等を通じ徹底した管理に取
り組んでいくとともに，学生及び教職員への法令遵守についての啓
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（４） その他業務運営に関する特記事項等 

 

  

 

施設設備マネジメントに関する取組 

本学の施設マネジメントに関する取組は，施設マネジメント会議〔議長：理事（財

務・総務担当）〕での議を踏まえ，役員会で意思決定を行うことにより，部局の枠を

越えた横断的な実務体制を構築し，実効性のある取組を進めている。 

 

ⅰ）施設の有効利用や維持管理（予防保全を含む）【計画番号 64，65】 

・教員間の使用面積のバランス改善や，新たなニーズに対応するためのスペース確

保策として，研究スペースの届出制を導入した。平成 28 年度は東広島地区の教員

の使用スペース一覧表を作成した。 

・図書館，生物圏科学研究科の施設について，施設使用実態調査を実施し，問題点

の報告と改善要求を行った。 

・霞地区の再開発に伴い，旧診療棟を弾力的活用スペースに指定した。その結果，

新たに 3,667 ㎡のスペースを確保した。 

・将来の施設設備の維持管理に必要な財源確保のために全学のスペースチャージ制

の導入の検討を行い，平成 29 年度から段階的実施することとした。 

 

ⅱ）広島大学インフラ長寿化計画（行動計画）の策定【計画番号 64】 

大学施設の整備基準・規模を適正に管理するために，限られた財源の中で長期的

持続性を維持するための実施方針として「広島大学インフラ長寿命化計画（行動計

画）」を策定した。 

また，今後の施設設備の維持管理に必要な財源確保のために全学のスペースチャ

ージ制導入の検討を行い，平成 29 年度から段階的に実施することとした。 

 

ⅲ）キャンパスマスタープランに基づく施設整備【計画番号 64】 

  キャンパスマスタープランのアクションプランに基づき，高度化・多様化する教

育・研究活動への対応及び老朽設備更新による安全・安心の確保のため，霞地区の

基幹整備（防災設備改修）工事，東広島地区の受変電設備等改修工事，東体育館及

び西体育館（東広島地区）の屋根等改修工事，実験・研究棟（竹原地区）外壁改修

工事，総合校舎Ａ棟 1 階事務室（東千田地区）改修工事，中学校校舎教室等（三原

地区）改修工事，理学研究科研究棟 C6 階男子便所（東広島地区）改修を実施した。 

 

 

 

ⅳ）多様な財源を活用した整備手法による整備に関する事項【計画番号 64】 

委託研究開発費（国立研究開発法人科学技術振興機構）を財源として活用し，

共用棟（霞地区）の改修工事を実施した（321 ㎡の COI 研究拠点を整備）。 

 

ⅴ）環境保全対策や積極的なエネルギーマネジメントの推進【計画番号 64】 

  東広島キャンパスの 200W 外灯を 60WLED 外灯に更新した（28 台）。また，空調

機を最新の省エネルギータイプに更新した（33 台）。これらの取組により，約

56,400kWH のエネルギー量を削減した。 

 

安全衛生管理体制の充実 

防災への取組【計画番号 66】 

広島県が災害に強い広島県の実現のために総合的かつ計画的な取組を推進する

ことを目的とした「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」の行動計画に関

する協議，推進及びその取組状況の報告並びに点検を役割として設置した推進会

議に学長が委員として参画した。 

また，リスクマネジメント及び安全衛生に関しての意識向上を図るため，学生

及び教職員を対象に安全衛生教育を実施した。さらに，産業医の職場重点巡視時

に安全環境の確認を行い，防災対策に取り組んだ。 

 

法令遵守（コンプライアンス）に関する取組 

ⅰ）研究費等不正使用防止の取組【計画番号 67】 

平成 28 年 10 月３日付けで策定した「広島大学における研究費等不正使用防止

計画（第五次行動計画）」に基づき，研究費等の不正使用防止に対する意識の浸透

度（認識度）を把握するため，役職員を対象に，研究費等不正使用防止に係る浸

透度調査を実施した〔回答率：51.2％（平成 27 年度）→52.4％（平成 28 年度）〕。

調査結果について，認識度が低い事項を強調した上で，部局等のコンプライアン

ス推進責任者を通じて学内周知に取り組んだ。 

  また，新採用教職員研修（４月，10 月開催）及び中国・四国地区国立大学法人

等財務会計事務研修（初級編）受講予定者を対象とした会計基準勉強会で，「研究

費等の適正な使用」に関する研修を実施し，啓発を行った。 

  さらに，継続して学長が部局の教授会を訪問し，研究費等不正使用防止の注意

喚起を呼びかけている。 
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ⅱ）個人情報保護に関する研修【計画番号 68】 

教職員に対して，個人情報保護に関する研修（新採用者基礎研修（４月・10 月，

計 254 人参加），個人情報保護研修（２月（東広島地区）112 人参加，12 月（霞地 

区）計 65 人参加））を行い，アンケート結果を踏まえ，平成 29 年度の研修内容・

方法を検討した。 

また，学生に対しては，QTA（クォリファイド・ティーチング・アシスタント）資

格取得研修会受講前に，個人情報保護に関してのビデオ講義を行った。 

さらに，学長が部局の教授会を訪問し，個人情報保護の適正管理について呼びか

けている。 

 

ⅲ）個人情報・法人文書監査【計画番号 68】 

各部局等における個人情報・法人文書状況を確認するため，監査（１月～２月，

対象：17 の部局等）を監査室と関係組織が連携して実施した。個人情報の管理及び

法人文書の保管等において改善を要する部署に対して，速やかに指導を行い，改善

を図った。 

また，特定個人情報を取り扱う部署（２部署）に対して，平成 29 年３月にヒアリ

ングを行い，適正な管理のための指導を行った。 

 

情報セキュリ

Ṧ
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  ※ 財務諸表及び決算報告書を参照。    

 

Ⅲ 短期借入金の限

の
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Ⅵ そ の 他   ２ 人事に関する計画 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

 
【計画番号 46】 

教育研究力強化のため，教員の人件費管理を部局等単位
から，全学一元管理とし，本学の教育や研究面でのパフォ
ーマンスをモニターする独自の目標達成型重要業績指標
（AKPI®）等を参考に，戦略的な人員配置を行う。 
 
 
 
【計画番号 47】 

国内外の優れた教職員を確保するため，年俸制や混合給
与など人事・給与システムの弾力化を推進し，年俸制適用
教員を 21％程度にまで増加させる。 
 
 
【計画番号 48】 

優秀な若手教員（40 歳未満）の活躍の場を全学的に拡大
し教育研究を活性化するため，テニュアトラック教員の計
画的採用などにより，若手教員（40 歳未満）を 34％程度
にまで増加させる。 
 
 
【計画番号 49】 
「各部署で必要となる知識・スキル等の明文化と育成への
活用による職務遂行力の向上」，「キャリアパス，昇任基
準等の明確化によるモチベーション向上」及び「難易度の
高い業務経験の機会創出による職員全体の生産性向上」を
目的とした職員人材育成計画に基づいた採用，異動，昇任，
研修等により，職員の人材養成を行う。 
 
 
【計画番号 50】 

教職員のワーク・ライフ・バランスを推進するため，制
度の周知及びセミナーの実施等により，教職員が制度を活
用しやすい環境を整備するとともに，平成 31 年度に次世
代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」（第
３期）の適合認定を受ける。 

 
【計画番号 46】 

教員の人件費管理を部局等単位から，学長の下での
全学一元管理とし，本学の教育や研究面でのパフォー
マンスをモニターする独自の目標達成型重要業績指標
（AKPI®）等の指標を用いて，戦略的な人員配置を実施
する。 
 
 
【計画番号 47】 

国内外の優れた教職員を確保するため，年俸制や混
合給与など人事・給与システムの弾力化を推進し，年
俸制適用教員を 14.9％程度にまで増加させる。 
 
 
【計画番号 48】 

優秀な若手教員（40 歳未満）の活躍の場を全学的に
拡大し教育研究を活性化するため，テニュアトラック
教員の計画的採用により，若手教員（40 歳未満）を 27％
程度にまで増加させる。 
 
 
【計画番号 49】 

職員人材育成計画に基づき，採用，異動，昇任，研
修等に関する各種施策，取組を実施し，職員の人材養
成を行う。 

 
 
 
 
 

【計画番号 50】 
平成 26 年度から平成 31 年度までの「一般事業主行

動計画」（第３期）を踏まえ，制度の周知及びセミナ
ーの実施等により，両立支援制度の活用を促進する。 
 
 

 
【計画番号 46】 
「３.戦略性が高く，意欲的な目標・計画の状況」
P.30 を参照。 
 
 
 
 
 
【計画番号 47】 
「３.戦略性が高く，意欲的な目標・計画の状況」
P.30 を参照。 
 
 
 
【計画番号 48】 
「３.戦略性が高く，意欲的な目標・計画の状況」
P.30，31 を参照。 
 
 
 
 
【計画番号 49】 

「（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事

項等」P.37 を参照。 

 
 
 
 
 
【計画番号 50】 

「（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事

項等」P.38 を参照。 
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【計画番号 51】 

女性教職員の積極的参画を推進するため，女性教員及び
女性管理職の割合を各 20％程度にまで増加させる。 

 
【計画番号 51】 

女性教職員の積極的参画を推進するため，教員措置
方針に基づく人員措置により，女性教員の割合を 16％
程度にするとともに，女性管理職の割合を 13.5％程度
にする。 

 
【計画番号 51】 
「３.戦略性が高く，意欲的な目標・計画の状況」
P.31，32 を参照。 
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(a) (b) (b)/(a)×100 【博士課程】 (a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人)  (％) (人) (人)  (％)

理学研究科　数学専攻 44 52 118.1 総合科学研究科　総合科学専攻 60 100 166.6
            物理科学専攻 60 67 111.6
            化学専攻 46 87 189.1 文学研究科　人文学専攻 96 96 100.0
            生物科学専攻 48 35 72.9
            地球惑星システム学専攻 20 26 130.0 教育学研究科　教育学習科学専攻 49 55 112.2
            数理分子生命理学専攻 46 59 128.2 　　　　　　　学習開発専攻 18 23 127.7
            計 264 326 123.4 　　　　　　　文化教育開発専攻 44 96 218.1

　　　　　　　教育人間科学専攻 36 62 172.2
先端物質科学研究科　量子物質科学専攻 50 60 120.0 　　　　　　計 147 236 160.5
                    分子生命機能科学専攻 48 58 120.8
                    半導体集積科学専攻 30 35 116.6 社会科学研究科　法政システム専攻 15 17 113.3
　          計 128 153 119.5 　　　　　　　　社会経済システム専攻 24 6 25.0

　　　　　　　　マネジメント専攻 42 55 130.9
医歯薬保健学研究科　口腔健康科学専攻 24 29 120.8 　　　　　　計 81 78 96.2
                    薬科学専攻 36 42 116.6
                    保健学専攻 68 63 92.6 理学研究科　数学専攻 33 12 36.3
                    医歯科学専攻 24 27 112.5 　　　　　　物理科学専攻 39 28 71.7
            計 152 161 105.9 　　　　　　化学専攻 33 24 72.7

　　　　　　生物科学専攻 36 12 33.3
工学研究科　機械システム工学専攻 56 77 137.5 　　　　　　地球惑星システム学専攻 15 13 86.6
            機械物理工学専攻 60 88 146.6 　　　　　　数理分子生命理学専攻 33 13 39.3
            ｼｽﾃﾑｻｲﾊﾞﾈﾃｨｸｽ専攻 68 96 141.1 　　　　　　計 189 102 53.9
            情報工学専攻 74 70 94.5
            化学工学専攻 48 70 145.8 先端物質科学研究科　量子物質科学専攻 36 17 47.2
            応用化学専攻 52 73 140.3 　　　　　　　　　　分子生命機能科学専攻 33 18 54.5
            社会基盤環境工学専攻 40 45 112.5 　　　　　　　　　　半導体集積科学専攻 21 16 76.1
            輸送・環境システム専攻 40 55 137.5 　　　　　　計 90 51 56.6
            建築学専攻 42 63 150.0
            計 480 637 132.7 保健学研究科　保健学専攻 25

生物圏科学研究科　生物資源科学専攻 60 66 110.0 医歯薬保健学研究科　医歯薬学専攻 388 491 126.5
                  生物機能開発学専攻 48 98 204.1 　　　　　　　　　　口腔健康科学専攻 12 4 33.3
                  環境循環系制御学専攻 38 33 86.8 　　　　　　　　　　薬科学専攻 9 13 144.4
            計 146 197 134.9 　　　　　　　　　　保健学専攻 45 101 224.4

　　　　　　計 454 609 134.1
国際協力研究科　開発科学専攻 86 138 160.4
                教育文化専攻 56 73 130.3 工学研究科　機械システム工学専攻 27 22 81.4
            計 142 211 148.5 　　　　　　機械物理工学専攻 30 23 76.6

　　　　　　ｼｽﾃﾑｻｲﾊﾞﾈﾃｨｸｽ専攻 33 32 96.9
            情報工学専攻 39 27 69.2
　　　　　　化学工学専攻 24 19 79.1

学部の学科，研究科の専攻等名学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

修士課程　計 2,029 2,523 124.3

収容定員 収容数 定員充足



(a) (b) (b)/(a)×100 【附属学校】 (a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人)  (％) (人) (人)  (％)

工学研究科　応用化学専攻 27 10 37.0 附属小学校　　　　　　　　学級数12 400 397 99.2
　　　　　　社会基盤環境工学専攻 21 24 114.2 附属東雲小学校　　　　　　学級数18 472 453 95.9
　　　　　　輸送・環境システム専攻 21 18 85.7 附属三原小学校　　　　　　学級数12 400 387 96.7
　　　　　　建築学専攻 21 9 42.8 附属中学校　　　　　　　　学級数 9 360 385 106.9
　　　　　　社会環境システム専攻 2 附属東雲中学校　　　　　　学級数 9 264 250 94.6
　　　　　　計 243 186 76.5 附属三原中学校　　　　　　学級数 6 240 237 98.7

附属福山中学校　　　　　　学級数 9 360 366 101.6
生物圏科学研究科　生物資源科学専攻 36 45 125.0 附属高等学校　　　　　　　学級数15 600 622 103.6
　　　　　　　　　生物機能開発学専攻 36 27 75.0 附属福山高等学校　　　　　学級数15 600 604 100.6
　　　　　　　　　環境循環系制御学専攻 27 20 74.0 附属幼稚園　　　　　　　　学級数 3 80 79 98.7
　　　　　　計 99 92 92.9 附属三原幼稚園　　　　　　学級数 3 80 83 103.7

医歯薬学総合研究科　創生医科学専攻 59
　　　　　　　　　　展開医科学専攻 40
　　　　　　　　　　薬学専攻 1
　　　　　　　　　　口腔健康科学専攻 2
　　　　　　計 102

国際協力研究科　開発科学専攻 66 43 65.1
　　　　　　　　教育文化専攻 42 27 64.2
　　　　　　計 108 70 64.8

【専門職学位課位



（対応）

【専攻科】
　特別支援教育特別専攻科

（対応）

（理由）未充足の理由として，①各自治体の財政状況等の理由により，教育委員会からの

現職派遣者数が減少していること，②近年，どの自治体も教員採用者数が増加している

こと，さらに，③大量退職を見越して，臨時的任用者数が多い状況が続いていることか

ら，新卒者が教職に就く機会が増加していることが考えられる。特別専攻科を保有する

全国の国立大学においても本学同様に定員充足に課題を抱えているのが現状である。一

方で，特別支援教育の対象となる児童生徒数の増加，平成30年度からの高等学校への通

級制度導入，平成32年までの特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状保有率100%の

達成や，それに続く特別支援学級担当教員の同免許状保有率向上など，特別支援教育の

ニーズが高まる中，定員には満たないが，志願者数は漸増の傾向が窺える。

引き続き，広島県教育委員会・広島市教育委員会をはじめとして，県内の市町教

育委員会，さらには西日本の各自治体の教育委員会へ現職教員の派遣をしていただける

よう継続的に働きかけを行ってきた。

また，広報活動として，HPのリニューアル，紹介・募集用チラシの作成・掲示，学内

外への配布を行っている。加えて，県内の特別支援学校の協力を得て，介護等体験に参

加する学生への配布をしている。その結果，近年，他専攻の学生や他大学の学生が，特

別支援教育の専門性を身に付けることを希望して，進学してくるようになってきている。

今後も，本特別専攻科の周知を図ることにより，状況の改善が期待できると考えてい

る。

①平成28年度は，現職教員の派遣を増やしてもらうよう，県教育委員会を始め，市町

教育委員会に対して，本特別専攻科の紹介と派遣依頼を担当の教員が機会あるごとに

行った。その結果，今年度も，県・市教育委員会派遣の複数の現職教員の受験があり，

今後も同様の紹介と依頼を行うことで，現職教員の派遣が期待できる。

り５人減）となり，入学者数は13人，充足率は65％に止まった。そのため，入学定員充

足率70％を指標とする上記法科大学院ランク付けにおいてもワンランクアップを逃す結

果となったものである。

受験者及び入学者を確保するためには司法試験合格率を改善し，当該年度におけ

る司法試験合格率のランキングにおいて10位以内を目指す必要がある。一昨年度より教

育方法の改善を図り，法的思考力を鍛えるとともに，当該学生の学修力に対応した学修

プランを提供する統合教育プログラムと学習コーチングシステムとを融合した教育指導

を行い，本年度の合格率は，全体として全国平均にあと2.6％にまで迫っている（２年

コース修了者の合格率は全国平均を15％余り上回っている）ことから，更なる工夫・改

善を継続し全国平均超えの教育成果を実現したい。また，本学法学部からの受験者を増

加させるために，来年度からは３・４年生向けの特別講義２コマを新たに開講するとと

もに，説明会や特別講座を開催・開講し，人的なつながりを構築しつつ，受験者・入学

者の増加を図る。さらに，昨年度から行っている合格者に対する学習指導を含めた辞退

防止措置を継続実施する。

②平成25年度から，これまでの募集案内ポスターに替えて，A４判のリーフレット

を作成し，西日本の教員養成コースを持つ主要な大学への送付を行うとともに，｢介

護等体験」を行っている県下の全ての特別支援学校に対して，他大学からの受講生も

含めて，全ての受講生にチラシ配布の依頼を行った。その結果，このチラシを見て応

募する受験生が見られており，有効性が確認されたため，次年度も継続してチラシの

作成と配付を行う。

③これまで入学してきた学生の中には，ホームページを検索して情報を得ている場

合と，他大学出身の先輩からの情報として聞いている場合とが見られる。今後も，

ホームページの充実と，入学生からの人的なPRを図る。

④本学出身の入学者も増えているが，まだポスターやチラシへの気づきが少ないよ

うである。廊下や掲示板だけでなく，学生控室にもポスターを貼る。

なお，今年度は教育学研究科の教員に対して，メーリングリストによる特別専攻科

のPR活動，並びにレターボックスにリーフレットを投函する取り組みを行った。また

12月に３回，説明会を実施したところ，学内外からの参加があり，受験に結び付いた。

さらに，来年度前半には，広島市内での説明会開催を計画中である。
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